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各報道機関 様 

 

 

GO TO URESHINO タクシー周遊事業の期間延長について 

 

  当初令和２年１１月１日（日）～令和３年１月３１日（日）までの期間で実施

していました標記事業について、令和３年 2 月２６日（金）から令和３年３月

３１日（水）までに期間を延長することといたしました。 

 

【事業内容】 

（対象者） 

令和３年２月２６日（金）から令和３年３月３１日（水）までの間に嬉野の

宿泊施設に宿泊する方 

（利用要件） 

１．出発地が、嬉野温泉旅館組合の宿泊施設で、佐賀県・長崎県・福岡県内

の観光施設・飲食施設・お土産店を利用すること。 

２．出発地が、佐賀空港若しくは長崎空港で、佐賀県・長崎県・福岡県内の

観光施設・飲食施設・お土産店を利用し、到着地が嬉野温泉旅館組合の

宿泊施設であること。 

  ※事前にタクシー会社への予約が必要です。 

（補助内容） 

  ３．タクシー利用の無料サービスは 40,000 円まで。 

※40,000 円を越える分は自己負担 

 

 

令和３年２月２５日配信 

＜お問い合わせ＞ 

嬉野市役所 観光商工課 

担当 中野、青木（観光Ｇ） 

℡０９５４－４２－３３１０ 
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